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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年７月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年２月１６日 ０１時４９分ごろ 

発生場所 沖縄県石垣市石垣港外防波堤 

石垣港沖南防波堤北灯台から真方位３３０°６００ｍ付近 

 （概位 北緯２４°２０.２′ 東経１２４°０７.８′） 

事故の概要  漁船清正
せいしょう

丸は、西北西進中、消波ブロックに乗り揚げた。 

 清正丸は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和２年２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 清正丸、２.７１トン 

 ＯＮ３－７０９８１（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.１６ｍ（Lr）×２.０２ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、９４.１kＷ、昭和５７年２月１５日 

 第２９６－５４３９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許 登録 日 昭和５１年８月２０日 

  免許証交付日 令和元年５月９日 

（令和６年１月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口を伴う擦過傷、プロペラ翼に曲損、機関室に浸水 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風速 約６～７m/s、視界 良好 

海象：波向 南、波高 約１ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、令和２年２

月１６日０１時３０分ごろ石垣市石垣漁港を出港し、石垣港外防波堤

（以下「本件防波堤」という。）南西方沖を通過しようと西北西進し

た。 

本船は、船長が本件防波堤南端に設置されている標識灯（以下「本

件標識灯」という。）が点灯していないことを知っていたものの、こ

れまでも本件防波堤と本件防波堤南西方沖約７０ｍに設置してある石

垣港第３号灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）との間（可航幅約
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５０ｍ）を航行していたので問題ないと思い、約７ノットの対地速力

で航行していたところ、０１時４９分ごろ本件防波堤南西端の消波ブ

ロックに船首部が乗り揚げた。 

本船は、船長が釣り竿
ざお

で押して、消波ブロックから離脱することが

できたものの、左舷側に南方からの波を受けて圧流され、本件防波堤

に沿うように左舷側に約４５度傾斜した状態で再び消波ブロックに乗

り揚げた。 

本船は、出港中の僚船に発見された後、僚船により船長が救助さ

れ、０７時４９分ごろ海上保安庁に通報された。 

本船は、１０時１３分ごろ僚船により引き出され、石垣漁港にえい
．．

航された後、陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真２ 本事故発生後の状況 参

照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

本船は、操舵室にある舵軸につながれた木棒で舵板を操作して変針

する仕組みとなっていた。 

船長は、ふだん、石垣港内では操舵室の木板に立ち、舵軸につなが

れた木棒を足に挟んで同室天井の開口部から頭を出し、目視で前方の

見張りを行いながら操船しており、本事故当時、本件防波堤と本件灯

浮標の中央付近を通過する針路になっていると思い、ＧＰＳプロッタ

ー画面で本船の船位及び針路を確認していなかったので、消波ブロッ

クに向かう針路となっていることに気付いていなかった。（写真１参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 操舵室の状況 

船長は、これまでも本件標識灯が点灯していない状況で夜間に出港

しており、可航幅約５０ｍの本件防波堤と本件灯浮標との間を航行す

ることもあれば、広い海域の本件灯浮標の南西方沖を航行することも

あり、本件防波堤と本件灯浮標との間を航行しても漁場までの近道に

はならないので、安全に本件灯浮標の南西方沖を航行するべきであっ
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たと本事故後に思った。 

本件標識灯は、本事故発生後、海上保安庁から管理者に本件標識灯

が点灯していない旨の連絡があり、２月１８日に修理された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

  

あり 

なし 

なし 

本船は、石垣港を西北西進中、船長が、本件標識灯が点灯していな

い状況にあることを知っていたものの、これまでも本件防波堤と本件

灯浮標との間を航行していたので問題ないと思い、目視のみで前方の

見張りを行いながら航行を続けたことから、本件防波堤南西端の消波

ブロックに向かう針路となっていることに気付かず、消波ブロックに

乗り揚げたものと推定される。 

原因 本事故は、夜間、本船が石垣港を西北西進中、船長が、本件標識灯

が点灯していない状況にあることを知っていたものの、これまでも本

件防波堤と本件灯浮標との間を航行していたので問題ないと思い、目

視のみで前方の見張りを行いながら航行を続けたため、本件防波堤南

西端の消波ブロックに向かう針路となっていることに気付かず、消波

ブロックに乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・慣れた港内においても、夜間に航行する場合は、目視のみなら

ず、ＧＰＳプロッター等の航海計器を活用し、船位及び針路を確

認すること。 

・慣れた港内においても、夜間に航行する場合は、物標等との間の

狭い海域を航行せず、広い海域を航行することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県
石垣市
石垣島

石垣港

石垣漁港

本件防波堤

本件標識灯

本件灯浮標

事故発生場所
（令和２年２月１６日
０１時４９分ごろ発生）

×

本船

1,000m100 0

石垣港沖南防波堤北灯台



- 5 - 

写真２ 本事故発生後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（海上保安庁提供の写真に、本件標識灯等を図示したものである。） 


